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　1．はじめに

　共働き家族の増加、核家族化の進行、少子化

などによって現代社会はさまざまに変化してい

る。こうした状況に応じ、近年、児童福祉・保

育の分野では子育てしやすい環境づくりや子育

て支援社会を目指して、エソゼルプラソの策定

や児童福祉法の改正などの施策が行われてき

た。そしてさらには1999年11月に新エソゼル

プラソが策定されN2000年4月より新しい保育

所保育鮨針に基づく保育が実施されるなど次々

と新しい施策が打ち出されている。こうした背

景には、従来の児童福祉・保育制度を見直し、

現代社会の変化に対応した制度への改革を目指

そうとする動きがあるとみられる。こうした現

代社会の情勢の中、児童福祉の分野において中

心的な役割を担ってきたのが保育所であり、そ

こで働く保育士であるe前述した現代社会の中、

保育所に勤める保育士の役割もさまざまに変化

しておりN入所している園児のみでなく、働く

母親や地域社会にまで目を向け、保育を展開し

ていく必要性が出てきているe

　こうした保育士の資格は現在、二通りの方法

で取得できるものとなっている。一つは厚生大

臣の指定する保育士を養成する学校その他の施

設を卒業すること。もう一っは、各都道府県で

実施される保育士試験に合格することである。

前者の保育士養成校による資格取得について

は、その時々に応じてカリキュラムの改正など
よ』闖[実したものになってきている。一方、後

者の保育士試験による資格取得は、昭和23年児

童福祉法施行令、児童福祉法施行規則などに

よって定められ、実施されて以来、歴史的にさ

まざまな問題を抱えながらも、大幅な改正は無

く今日に至っている。こうした保育士試験によ

る資格取得の制度にっいて問うことは、保育士

の今日的意義を問うことでもあり、それは今後

の児童福祉制度の諸改革の重要な課題であると

思われる。

　そこで、ここではまず保育士試験の歴史的変

遷について制度の成立当初から現在の実施状況

に至るまでを考察し、さらには保育士試験の今

後の課題を保育士養成の今後のあ』り方も含めて

検討・考察していく。なお、現在の保育士の名

称は便宜上、文章の流れに従い、適宜、保母と

いう名称をそのまま用いるものとする。

　2．保育士試験制度（児童福祉法）成立以前

　　の状況（明治から昭和20年頃まで）

　保母制度が成立する以前の保育状況はどのよ

うなものであったのだろうか。日本で最も古い

幼児保育施設として今日まで続いているのは、

明治9年に創設された東京女子師範学校（現在

のお茶の水女子大学の前身）付属幼稚園である。

当時、「学制（明治5年）」においては、簡単に

「幼稚小学校ハ男女ノ子弟ノモノ入学二入ル前

ノ端緒ヲ教ルナリ」とあり、幼児の保育につい

て細かい規程はされていなかった。その後、明

治32年、文部省がわが国最初の幼稚園に関して

生活科学科生活福祉専攻
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細かい規程を作成し、「幼稚園保育及設備規程」

と唾ばれた。

　一方、保育所の前身として、現在、創立の動

機や実態がもっともよく知られている最古の託

児所は、明治23年新潟市に赤沢夫妻によって創

設された幼稚児保護会という名の託児所であ

ゐ．しかし、このような託児所では．当時は特

に資格を持たない者が保育め仕事に従事してい．

た。i当時の保母の資格に関連するものとしては

大正15年に文部省によって「幼稚園令」が制定

されている。この法令では、幼稚園保母の規定

が定められているが、これは託児所保母の資格

とは直接通じるものではなかった。またこの法

令は保育時間の延長や入園年齢のくり下げを認

めるなど、幼稚園に託児所的機能を持たせよう

としていた。こうした、文部省の意図とは別に

内務省は託児所を社会瑛業とし監督しており、

「託児所準則」を定めるべきであると考え、昭

和13年に「枇会寮業法」を制定した。そこでは

「児童保護ヲ為ス事業」として託児所を社会福

祉事業施設に位置づけており、これによって託

児所は初めて法的根拠をもつようになったので

ある。このようにして幼稚園と託児所との関係

は法的、行政的にもすでに別個のものとして展

開されていった。それまでにも、保育園保母の

免許状を有する者を託児所保母とすべきとの声

もあったが、保母の資格が法制化されるのは、

児童福祉法の制定以降であった。　　　一

　3．保青士試験制度の成立と保育±の確保・

　　養成期（昭和23年から50年頃まで）

　保育所（託児所）は、昭和22年12月に児童

福祉法の制定によって、初めて児童福祉施設の

一〇として法的に位置づけられ、厚生省の所管

するところとなった。それ以前はs保育所は、

託児所などと呼ばれ、特に資格を持たない者が

保育の仕事に従事してきた。しかし、昭和23年

3月に定められた児童福祉法施行令において、

初めて保母の資格が明確に規定された。tすなわ

ち、その第13条では、保母を「児童福祉施設に

おいて、児童の保育に従事する女子を保母」と

定義するなど、保母の資格が専門職として法的

に認められるようになった。その後、保母の名

称は、保育所においては保育所保母、その他の

児堂福祉施設では、施設保母と通称されている。

　また、昭和23年3月「児堂福祉法施行に関す

る件」（厚生省発児第20号厚生次官依命通牒）

によれば、「今回新たに保母という資格を設け、

曜和23年4月1日現在児童福祉施設において

児章を保育する女子は、昭和25年ユ2月31日ま

では、右の資格を有しない者も継続してその保

育に従事することができるが、右期日以後は、

全て有資格者となるべきものであること。」とあ

るように、それ以降は、原則として保母：の資格

を持つものでなければ保育に従事することがで

きないものとされた。

　当初、専門職としての保母資格の取得方法は、

児童福祉法施行令第13条において、「1　保母

を養成する学校その他の施設を卒業した者　2

都道府県が実施する保母試験に合格した者」，と

されている。すなわち養成所による資格取得と

保母試験による資格認定の二つの方式が創設当

初から制度化され、昭和23年度から実施される

ことと定められており、その基本方針は概ね現

在に至るまで維持されている。　　7　』』

　ところが当初は、保母資格の制度化にともた

い保育所の設置基準に定められた定員を満たす

保母の数が足りない反面、保母養成所がまだ十

分に整備・配置されていないのが実状であった。

昭和24年度において厚生大臣の指定を受けた

保母養成施設はわずか12ヵ所、卒業生は50人

のみであり（厚生省児童家庭局保育課調）、保母

不足に対する当分の暫定の措置として保母試験

が考えられ制度化された面もある。このように

保母試験制度は戦後、児童福祉施設が法的に定

められ、創設された当時、保母を急増しなけれ

ぽならない緊急課題から生み出されたもので

あった。

・しかし、実際には創設当初は、これら二つの

取得方法に加えて、昭和23年頃から25年にか

けて保母の資格認定のための講習会が行われて

いる。』これは前述したように昭和23年から昭和

25年まで無資格者に対して猶予期間をおき、そ

の間に、保母資格を取得する手段として児童福

祉施設などの現職者の再教育という形で、講習

会が実施され資格が授与されている。受講者資

格としては、旧幼稚園保母免許状を有している

者、修業年限一年以上の幼稚園保母養成校の卒
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業者、または旧中等学校令による中学校卒業者

で保育事業に満3年以上の経験を有する者、も

しくは同条件で現に保育施設保母として在職申

の者を対象としていた。

　例えぽ、A県の例では、昭和23年3月児童福

祉法施行令が公布されたことに伴い、「保母資格

認定講習会」が実施されている。そtでは、「児

童福祉施設において児童の保護に従事している

女子に対して、児童福祉法施行令第13条第1号

に規定する保母としての資格を与えることを目

的とする」と現職老の保母資格認定を目的とし

て講習会が開かれた。それは年に数回に分けて

開催され、そして講習科目の合計が200時間以

上を受講した者に対して保母の資格を与えてい

る。これらの講習会は昭和23年から実施され昭

和25年の第三期をもって早々と打ち切られて

いる。これは児童福祉法施行令の二つの保母資

格の取得方法以外にも緊急の対策として、現職

者に資格を授与しようとしたためであり、ほぼ

同様の内容で各都道府県においても実施された

と思われる6

　さらに、それ以降においても保母の不足に対

処するため、、当面、一定の条件のもとで無資格

者を代理保母として採用することを許可してい

る。これは昭和28年「児童福祉施設最低基準に

定める保育所の保母の特例に関する省令」に

よっで定められており、保母の不足を補うだめ

に、一定の要件に該当する無資格の者を代理保

母として有資格者と同等に扱うものとされた。

昭和30年以後も入園希望老が増え続け、保育所

においては高度経済成長に加えてi女性の社会

進出が増加したため、この代理保母の制度は存

在し続け、昭和54年5月に廃止されるまで20

数年間に渡りこの制度が実施されてきた。

　ところでN当時の保母試験の受験資格、受験

科目等については、昭和23年3月の児童福祉法

施行規則（厚生省令第11号）によって定められ

ている。保母試験の受験資格は当初第40条にお

いて「1学校教育法による高等学校を卒業した

者若しくは通常の課程による12年の学校教育

を修了した者……　2児童福祉において3年

以上の児童の保護に従事した者」などとなって

いる。また、受験科目については第41条におい

て「1社会事業一般　2児童心理学　3保健

衛生学及び生理学4看護学及び実習5栄養

学及び実習6保育理論　7保育実習」の7科
目となっておりM第42条において「都道府県知

事は、少なくとも1年1回は、保母試験を行わ

なければならない。」としている。

　その後、受験資格においては、昭和45年10月

「児童福祉法施行規則第40条第3号に規定す

る厚生大臣の定める保母試験受験資格認定基準

について」（児発第597号　厚生省児童家庭局長

通知）によって若干の変更がされ、1　高等学

校を2年以上履修し、児童福祉施設で工年以上

保母の経験のある者、2　高等学校を1年以上

履修しi児童福祉施設で2年以上保母の経験の

ある者、3　へき地保育所で3年以上保母の経

験のある者等が加わり、より柔軟性をもつもの

となった。

　また、受験科目については、昭和26年10月

に「児童福祉法施行規則の一部を改正する省令」

（厚生省令第43号）公布において「1　社会福

祉事業一般　2　児童福祉事業概論　3　児童

心理学及び精神衛生　4’保健衛生学及び生理

学5看護学及び実習6栄養学及び実習
7　保育理論　　8　保育実習」となるなど科目

名の若干の変更に加えてN新たに「児童福祉事

業概論」が加わり8科目となった。なお保母試

験の実施方法についてはh諸処の通知などに

よって定められていたが、昭和38年4月「保母

試験の実施について」（児発第443号）における

「保母試験実施要領」によって試験実施の方法、

合格基準、出題範囲が細かく規定され、全国統

一的な実施と内容の改善が図られた。

　この時代の保母養成と保母試験による資格取

得者の割合は、昭和24年度においては、保母試

験による合格者の割合が、有資格者中に98．8％

とその大部分を占めていた。これ以降昭和31年

度までは保母試験によって資格を取得する老

は、その年の保母資格取得者の80％以上と高い

割合を占め続けた。このように当時は保母資格

者の量的な確保が最優先とされ、保母試験は資

格取得の手段としてその重要な役割を担ってき

た。しかし、その後保母養成校の整備が進むに

つれてその割合は減少し、さらに高度経済成長

や女性の職場進出などによって保母の需要と専

門性が増すにつれて、ますます保母の養成は養
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就綾を巾心としたものになっていった。

　4，保育士試験舗度の改革期

　　　（昭憩5自年曖から現在）

　保母資格取穏者は、商度経済成長に合わせて、一

昭灘鉛年頃から急速に増撫し，児童編祉施設の

整徽や保灘養成校の整備につれて，昭和51年度

にはピークの51，646人の保母資格取得巻をtll

したa

　しかし、その一方では、｛呆母試験による撮母

資疑諏羅者は、保母養成所の数が増加し、教育

諜程解充実するなどその成長とと亀に減少し続

げ、照魂56年度には全羅の保母資格取得者のう

ち徐母試験による取得者は、全体の46．595人に

薄して．5，341人となウわずか1L5％を占める

のみとなった。この傾向は今ヨまで続いており、

舞在においても憩％前後の劉合を占めるのみ

であ箏、資格取得者の大部牙は保母養或所の卒

業盗となっている。このように近年は｛呆母の養

嚢・確藻偉鱗が整欝されたために、以擁のよう

江｛呆母の数添不昆するという状況は解溝され、

養違Φいわφる我理保母鍵度屯、昭秘54年には

箋i垂さ戴ている。

　こうした中．鍾会で求められる｛呆育妾の資質

の変峯ヒに慧慈するために．藻母試験鋼度を含む

撮舞の養成紀麗してさまざまな罰度が改正され

てV’ウf　，寮ず．羅秘52年3月には「児童福祉

接義奪倉の一部を敦正する致令3〈敷令第27号）

渉肇牽ざ轟．こ憩こよIJ定めちていた簗13条の

舞1奏ジ晃童短蟹施設｛ICおぴて，箆童の保育に

鍵蓼する女子を藻母といい，産の各号に該当す

る表を舞てこ蕊藍完てる。3の条文に，第22条

罫築玉言条簗王奨のi麗定垂ま．発童擁艇施設におい

て箆童の録享妻こ鍵藩する男子について準爆す

る。錘喜無わ弘撮舞養蔵絞へのλ学及び藻母試

蓑毒受験演男｛生に毛認あら麗、それによ参撮育

撰を糞第滝発堂海短地認こおいて据童の撮育建

鍵裏す基男難iも振育者の資箔力鞍甕｝できるよう

妻二彦った唇このようlsこ時糞のニーズ1こ合わせt

舞女i鶏轟藻薄資麹を鍛毎できるよう鑑なうその

蓑．舞義の藝…奪壽隷短舞F操貧」と唾ば轟るよ

う羅窪r蟻垂さら幸羅翻i…糞の舞場で簿く男娃の

集舞ちを藪懇し．畢競薄隼2薄r慰童麺継施行

毒至｝一無を嚢鑑亨る蒙喬∫｛鼓会舞2婆号）カ1公

布（平成11年4月1日施行）され、「保母」の

名称は「保育士」に改められ、．男女共通の名称

とし，併せて保母試験の名称も保育士試験に改

める等の措置が講じられた。

　また、紹和63年には、中央児童審議会保育対

策部会において「保母試験制度の改正について

（意見具申）」がまとめられた。そこでは保母養

成施設と保母試験との資質の差を．なくすため

に、今後は保母養成校が主要な役割を担いつつ、

現状においては学生以外にも資格の取得の機会

を与えるためになお、保母試験制度を存続すべ

きとの見解の上で、まず保母養成施設と保母試

験制度の均衡を図ることが重要と考えた。当時、

両者の間では、資格取得に要する基礎的素養の

面で短期大学卒業程度と高等学校卒業程度とい

う差が生じていた。また保母試験の出題範囲に

おいては、保母養成施設においては必須科自と

なっている教育学に麗する知識領域が含まれて

いない点にも格差が生じている。として厚生省

に次のように意見を具申している。r（1）保母試験

受験資格については、現行の高等学校卒i業程度

から短期大学卒業程度に引き上げること。その

際には、児童福祉に溺する実務経験を有する者

についてもナ分配慮することが必要である。②

保母試験の出題範囲に教育学関係の知識領域を

撫えること。なお、受験資格及び出題範囲の改

訂に際しては，受験希望者等を配慮し十分な移

行期闇を設ける等の措置を講ずることが望まし

い。」としたe

　こうした要望を踏まえ、同年には「児童福趾

法施行規鏑の一部を改正する省令」（厚生省令第

36号）が公泰され、その第4σ条において、保母

試験の受験資格を引き上げ、今までは、高等学

校卒i業を課母試験の要件としていたのに対し

て、大学に2年以上在学して62単位以上修得し

た者またはそれに準ずる者などに受験資格を与

えるこ．ととした。ただし、受験資格の特例とし

て、高等学校の保育科3年に在学する老は紹和

難年3薄31難まで受験できるなどとされた。

また同時に、受験科目の変更も行われ、試験科

霞として従来の「保育理論」を「保育理論及び

教育漂理」として保育所に教育豹意味合いを加

えたeこれらの改正によって保母養成施設と保

母1識験｛擁度の均衡が轡られることとなった。
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保育士試験の歴史的変遷と今後の諜題
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県立女子短期大学研究紀要第38号2001

さらに、その後職4年3月の「児童福祉ていると言えよう・

一20一



保育士試験の歴史的変遷と今後の課題

年表2　保育士試験科目の変遷（児童福祉法施行規則　第41条関連）

昭和23年3月31日 昭和26年10月19日 昭和63年5月28日 平成4年3月23目
児童福祉法施行規則の一
狽�?ｳする省令
﨎ｶ省令第43号
�z即施行（41条科目改
ｳはS27．4．1施行）

児董福祉法施行規則の一
狽�?ｳする省令
﨎ｶ省令第36号公布
ｽ成3年4月1日施行

｡－由山●聯曜一■－■－一」輻曹●●軸凸晶一一一一一■一一■’■冒由●

P　社会福祉訴業一般

児堂福祉法施行規則の一
狽�?ｳする省令
﨎ｶ省令第12号
�z即施行（41条科目の
?ｳはH4．4．1施行）■●●●晶－■－嘘薗●■響，辱一F－－暫暫－曽1曹セ響畳昌晶昌■一一一

P　社会福祉．．一■■冒．．幽●■層●．曝■■．冒－－1ウ噌．一昌一一一■一．一，

Q　児童福桂・，，，一一一一一一●■壷，，響一■一冒一一響響ゆ一司L．一昌邑一■昏」L

R　児童心理学
@　及び精神保健

児童福祉法施行規則
﨎ｶ省令第11号
�z即施行

|，，－暫皆■巳巳一冒一’．．．一■■■■一一冒－●帽帽●●●辱■■．

P　社会審業一般・

Q　児童心理学

R　保健衛生学
@　及び生理学

．　－　－　■　冒　冒　曽　7　f　曽　曾　P　F　雫r　，　一　，　，雫一　一　一　一　一　一　一　一　L　齢　酔　，　「　早　一

・骨騨冒－曽●一■■■冒曽冒．，噌一一一一一一冨一齢畳齢一－響，F－一

E畳，F冒冒ゆ一一一■■－冒…　　　騨・一一■■．．．冒幽，，．－．F－

黶C一一一山●骨←F一冒冒冒一一’．・凸■一■一一．・’「■響響響■．

1　社会福祉事業一般響　冒　冒＿－　響　響　冒　’　冒　噛　●　ウ　伽　」凸ウ　ψ　●　凸晶凸　■　凸　一　一　■　一　■　’　齢　・　雫　・　■

Q　児童福祉事業概論一　一　暫　暫　暫　一　－　－　一　暫　1　一　■　冨　暫　齢　ヤ亡　骨　“　■＋昌干　昌　一　巳　一　’　一　・　．　，　一　■

R　児童心理学
@　及び精神衛生■　冒　■　－　■　■　■　■　画　■　－　’　直　■　’　●　●　●　，　■　帽　■　“　騨　冒　冒　■　－　1曹　，　一　一　一　一

S　保健衛生学
@　及び生理学一　■　■　一　一　冒　」　－　由　－’　●’　一　’　●　●　■　■　●　●　■　一　■　置　■　・　画・　．1　騨　雫　．　冒

T　酒護学及び実習・一一一一■一．一一■■冒1－●　曹　，曽響帰一一一一暫暫醇●－響“■－－

U　栄養学及び実習幽，　齢．．　一　．　・　一　一一　晶■　一　■置－　■　●　●　謄　■　■　一　一　一　■　■　．　．　，曹　「　，　－　－

V　保育理論

R　邑　邑　畳　．，響響騨F－　一一一一冒冒一一　■　齢　邑一一一．　」　」　．．．■一■■

W　保育実習

■　冒1－－，，一暫暫冨一－冒　冨　早　レ唖■昌■巳一■一一冒一一一LL一凸●

一一■■冒．セー・…　　　　邑■　■　■　■　冒199曾，■r，一冨－　冨　冨　邑也骨骨

2　児童福祉事菜概論■冒・，・，．■－－冒冒冒－　”　r　←・．晶一一一．一　．冒－■幽　塵　．幽，

R　児童心理学
@　及び精神衛生邑　，　r　，■一一一一冒・－・●●●■　●，　■■■■－－■●●曹曹1●●　，　，

S　保健衛生学
@　及び生理学，●　●一一一一一■－　■響，，，7　r－一一一L■凸」曹畳－骨響－－，冒一

T　看護学及び実習響　・　・．　昌一　■　■　■　冒　■　●　●　●　●　●　●　一　曝　■　■　■　■■　■　1　，　，－　－　曾　，　．　騨　，

U・栄養学及び実習－π．曹寸，一一一■一一一’　■●●●P“晶一■■■　L昌・L・帽・・「層

V　保育理論
@　及び教育原理…　　　　．　．．　層■　■　冒－－－－曹曾一一一一一一暫暫一　幽　幽　暫　，骨巳F－一一

W一保育実習

4　保健衛生学
D一一∴，丞登生理蛍，＿＿．．一一5　看護学及び実習，，暫一－－－■昌昌一■■■一冒●●●■，一一一－■■冒幽●●●，響騨6　栄義学及び実習

暫弓一一L●暫o騨，一■－幽幽圏幽．，，響，冨一暫－一一齢’齢嚇，響■4　看護学及び実習暫引「“■一一L●●●■一一．．．幽幽由●●●●●．雫冒一－－齢…　　　騨

T　栄養学及び実習冒冒・，一一邑．幽■，曾F－一一一一L」－畳骨・響，，騨7－7－－冒’

U　保育理論

C，・．・軍■冒冒冒廿r■一一一一■幽藺曽，，，一願一一一一一一一’■

V　保育突習

7，■－■●●曹●●’一晶一一幽幽曹9●r，一一一一’也暫置畳■－冒・7

V　保育原理
@　及び教育原理一一一一・・…　　　　一暉■■■冒曹由“■昌一昌昌■幽幽，，．曜■■－－■

W保育実習

年表3　保育±試験の受験資格の変更（児童福祉法施行規則　第40条関連）

ﾀ藩難欝輔纈鷲艶量騰灘騰踏肇鱗舗した者（通常の　　課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）又は文部大臣においてこれと同等　　以上の資格を有すると認定した者2　児童福祉施設において、3年以上児童の保護に従事した者3　前各号に掲げる者の外、厚生大臣において適当な資格を有すると認定した者
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た
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昭和45年10月　「児童福祉法施行規則第40条第3号に規定する厚生大臣の定適る保母試験受験資格認定基準に
@　　　　　　　つ、・て」」購麺旦7量一一座生鐵巳覇…庭局量遡L．一一＿＿一＿一一一一＿＿一一一．＿一一一一・一

d瓢了“’嵩騨灘’群以上履修し、一児蓋翻施設で1年以上保母の経験のある者
@　　2　高等学校を1年以上履修し、児童福祉施設で2年以上保母の経験のある着
@　　　　へき地保育所で3年以上保母の経験のある者等
器饗轟秦募i辮糠餓謡瀦盤i鑑製麗舗欝鶴懇早霧i猷マそ翻テ畜8（翫　　　校の入学及び保母試験の受験で男子許さる）

昭和63年5月　児童福祉法施行規則の一部を改正する省令　厚生省令第36号公布
ﾆ繍韓讐i縷辮藏犠奮麟灘難癬徽糠懸罷薄鱗欝羅購鍵鍵歪青は通常の認こよ鱗の学校教藤了し瀦（通常の　　盤羅難総膿諜蓼贅票灘轟欝舞灘難竪謝癒し露等以

P糖難麟齢轟雛継黎毒織馬道府購において脳な雛聯と認
濠L愚鰭格の劒要約瀞学校の保育科3年に在学する者は昭抑年3脚まで受験できる・それ

昭秘3筋月「，縢福祉醜行規1聯4。条鋤号の齪に基づく馳大臣碇める者」馳糖示錨3号

?噤E嵩辱羅講叢穀晟鮮1姫甥王y葦載u糖奪一…”1’……曽＋…’昌’…………
@　　2　専修学校・各顧学校（修業年限2年以上）を卒業した者
@　　　　外国において14年以上の学校教育の課程を修了した者

平麟5脚
i醗懇綴綴超耀騰騰膜綴墜鱒i雛』蘇駅短天零繕認頴i欝｝三ろU・ての保母試璽ζ験資格を認ムbる
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嬰羨立女子短斑」ブく学五晋究邦己要　　重喜38号　　2001

ためであり、また保育所の幼児に対して1幼稚

闘教育要領に準じる教育を行うためでもあっ

た。一方、履修単位も68単位と削減され、短期

大学の卒業に要する単位数の62単位に近いも

4）となった。

　そして、平成3年5月の厚生省告示第121号

によって新しい保母養成教育課程が公布され、

平成4年4月から施行された。それは平成2年

の保育所保育指針の敬訂された保育観を考慮し

たものであり、2年前に実施された教育職員免

許法と同施行規則の改正（幼稚園教諭養成を規

定）との調整も意識されたものであった。・

　改正された保母旋成教育課程は、従来のまま

修業年限2年、卒業に必要な履修単位は68単位

である。そして、教育課程は必修の専門科目と

選択必修科目および基礎科目からなる。基礎科

目は履修科自数や単位数の指定もなく幅広い教

養を身に付けられるようになった。保母養成と

いう教育の目的に即してF保育の本質・鼠的の

理解」などといった系列によって、養成教育全

体の中で教科目の位置づけが明確になった。ま

た各養成校の独自の教育課程の実施が容易とな

るとともに総合的な科目を設けやすくなった。

現状に適応した科目として「児童文化」「障害児

保育」「児童福祉II」が選択必修科目として加

わった。保育実習を重視し、1単位増で必修5

単位となった。これらの改正は高い資質と専門

性を身にっけた保育者を養成しようと配慮さ

れ、多様化する保育ニーズに配慮した教育課程

の編成になっている。

　以上のように保母養成教育課程は4度の改訂

が行われてきた。しかし、現在、専門職として

の保育士の役割が求められながらも、資格や社

会的評価の面で専門職とは十分にみなされてお

らず、2年間の養成ではその高い専門性を養う

ことはできないのが現状であり、保育士試験と

同様にそのあり方が問われているo

　6．現在の保青士試験の実施状況

　現在（平成ユ1年）の保育士の資格はどのよう

に定められているのだろうか。保育：ヒについて

の根拠法令は児董福祉法施行令（昭和23年政令

74号）によって定められている。その第13条に

おいては、「児童福祉施設において、児童の保育

に従事する者を保育士といい、次の各号のいず

れかに該当する者をもってこれに充そる。乙

厚生大臣の指定する保育士を養成する学校その

他の施設を卒業した者　二　保育士試験に合格

した者」となっており、現在、二種類の方法に

よって保育士となる道演示されている。　　　1

　この保育士試験の実施状況について、先の児

董福祉法施行令及び児童福祉法施行規則及び

　「保育士試験の実施について」（平成12年児発

第365号）による保育士試験実施要領や各都道

府県における平成11年度保育士試験実施要綱

をもとにしてまとめれば以下のようになる。

　1）受験資格　　　　　　　　一

　保育±試験の受験資格は、大学に2年以上在

学して62単位以上修得した者（短大卒、専修学

校専門課程、高等専門学校卒業、高等学校修得

見込み、短大卒見込み等を含む）が高等学校を1

卒業しかつ児童福祉施設に2年以上児童の保護

に従事した者、もしくは児童福祉施設に5年以

’上児童の保護に従蛮し泥者などが資格となって

いる。さらに別途短大卒見込みの者などにっいL

ても認め、卒業後に資格炉与えられている。
　2）　　言i弐騒黄其月日　．　日手呈

　試験の期日については、「都道府県知事は、毎

年少なくとも一回、保育士試験を行わなけれぽ

ならない。」とあD）試験期間は「毎年三月中旬

又は八月中旬に概ね四日間程度行うこと。」と

なっている。平成11年度の各都道府県における：

保育士試験の日程をみる限りでは、そのほとん

どが7月～9月の期間において筆記試験、実披

試験ともに行われセいる。通常は、最初に筆記

試験を2日間程度行い、後日実技試験等を1月

～2日で済ませている都道府県が多い。しかし、1

中には実技試験を先に実施しているところも見

られる。また、試験科目の保青実習では絵画の

実地試験を筆記試験と同時日に実施し、後日音

楽リズム、言語等の実技試験を実施している場

合が多い。また、受験者の多い都道府県では、

筆記試験において合格水準に達した者のみ実技

試験を課す県も多くみられる。実技試験の日程

を数日間とし、受験者の増減によらて期日を増

　減したりする場合もみられる。

　　また、試験の期日については1その年の試験

　日が他県と重なると受験者数が減少し、ずれた
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場合、増加するという現象もあるという。．これ

は、他県にまたがって複数受験をすることが可

能となっている保育士試験の仕組みのためであ

る。そうした状況では、受験者数の増減を事前

に読むことが難しく、試験を担当する者にとっ

ては：苦慮するところであると思われる。

　3）予備（準備）講習会

　各都道府県内において保育士試験の実施の前

に、受験希望者を対象に、基礎的知識や技術の

習得を図り、予備講習会・準備講習会と呼ぼれ

る学習会を実施する所がみられる。

　平成11年度現在、厚生省の調べでは47都道

府県において14ヵ所が実施している。ただし現

在ではs受験者そのものの減少によって過去に

講習会を開いていたが取り止めとなった所も多

い。これらの講習会は、主に社会福祉協議会な

どの民間団体が主催している。

　4）試験会場
　会場については高等学校・大学・短大等を使

用する場合、もしくは講堂や福祉会館等の公共

施設を使用する場合などさまざまである。また、

筆記試験と実技試験の日程を別の日とし、試験

会場を分けて実施するところもみられる。中に

は両者の会場がかなり離れた所とする揚合もあ

り、受験者にとって受験しづらい等の問題も起

こっている。また、受験老数の多い都道府県で

は、会場の確保に苦慮するなどの問題もみられ

る。

　5）　試験科目　　　　　　　　　　　　　一

　保育士試験の科目は保育実習を含めて次の8

科目となっている。「1社会福祉　2児童福祉

3児童心理学及び精神保健　4保健衛生学及

び生理学　5看護学及び実習　6栄養学及び

実習　7保青原理及び教育原理　8撮育実習1

受験科目については、一一部免除の講度が取られ

ている。すわなち、各都道府県で実施される採

育士試験において、すでに合格した科目のある

老については、その者の願いにより、翌年及び

翌々年に限り当該科目の受験を免除することが

できる。また、2つ以上の都道府県で実施され

た試験で合格した科目を勝せて全科翼合格とす

ることもできる。この一部免除の斜度によoて

受験者が蜘所の都道府Ptで数年かけて保育士

試験を受験する者も多くみられ、受験老によっ

ては受験の機会が増える一方、’試験を担当する

側にとっては試験が煩雑になるなどのデメリ、ッ

トもみられる。また、厚生大臣の指定する学校

又は施設において、その指定する科目を専修し

た者については、その者の願いにより、当該科

翼の受験を免除することができることになって

いる。この厚生大臣の指定する学校は現在では、

その多くは該当学科等自体が廃止されているの

が案状であり、実際に後述の条件で一部免除す

る者はほとんどみられず、養成校不足の段階に

おける暫定的な処概であると思われる。

　6）試験の内容

　試験内容については，各都道府県によって10

人以内で組織された保育士試験委員によって問

題が作成されている。試験の内容の一うち、出題

範囲、出題方式、出題方針、出題数、出題時間、

採点方法、合格基準等の基本的な粋組みは「保

育士試験の実施について」の保育士試験実施要

領によってかなり詳細に記されている。例えば、

前述8科目のうち保育実習以外の7科目は筆記

試験であり、その出題内容は客観問題と文章問

題の組み合わせで、その配点の比率は6対4を

原劉としている。試験時間は1科目およそ90分

などと決あられている。ただしs保育実習の実

施試験については、試験時間は各都道府県にお

いて定めることとされている。保育実習の実地

試験の内容は、rア音楽リズム関係技徹イ絵

画詣暮作関係技術、ウ言語翼係技術、エー般保

育技術」の中から3分野を選んで出題すること

となっているが試験のしやすさから、音楽、絵

画、言語の3分野が選ばれることが多いようで

ある。また県によっては、受験者が多いために

客観問題の配分を増やしtc　1コ．保育実習を重ん

じてかなりの時懸の実地試験を課しているとこ
ろ’烽?驍ﾈどパラツキもみられる。またこれら

の試験問題は公表、穿公表している県とがある。

　の　合格基準と問題の難易度

　1科｝ヨの合格点は、満点の6罰以上となって

いる。複数科羅を1科目としているものについ

てはそれぞれが6割以上取れていなけれぽなら

ない。ちなみに平成10年度の全科昌合格者数は

全国平均で12．6％であった。各都道癒県別で

は、合格彗鼠は3．春％～2乞8％とかなりのノミラツ

キがみられる。試験問題そのものが異なるなど
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実施状況等を考慮しなければ一概には言えない

が、受験者のレベルや試験問題の難易度に差が

あることも推測される。

　また試験問題については、各都道府県ごとに

設けられた保育士試験委員（1⑪人以内）によっ

て「保育士試験の実施について」にもとついて

作成されている。しかし、実際には各都道府県

（の保育士試験委員）が各々独自に作成してお

り、他県と比較する機会がない、試験問題を公

開していない都道府県があるなどの理由によっ

て、各県間での調整や意見交換はほとんど行わ

れていないと思われ、各地域ごとで特色や格差

があるのではないかと思われる。

　7．現在の保育士試験に関する調査

　前述のように各都道府県で実施されている保

育士試験について保育±試験担当者はどのよう

に捉えているのだろうか。またどのような問題

点を抱えているのかについて追求するために質

問紙による調査を実施した。調査結果は以下の

とおりである。

　1）調査の名称

　保育士試験に関する調査

　2）調査の対象

　各都道府県（47カ所）の保育士試験担当者も

しくは担当係の職員

　3）調査期闘

　平成11年7月～8月
　4）調査方法
　調査票を作成し、質問紙調査法にて実施した。

調査票は各都道府県における保育士試験担当者

宛に質問紙を発送し、回答を依頼した。回答後、

本研究者宛に返送してもらい回収。回収率は47

都道府県中38か所であった。　－

　5）調査結果
　質問紙による選択回答の他、自由記述を含め

て調査結果をまとめると次のようになる。ただ

し、②以降は担当者の個人的な意見・感想であ

り各都道府県全体の見解ではないものとする。

　①保育士試験予備講習会の実施の有無につ

いて

　　「保育士試験について、関連（協力）機関に

よって保育士試験に対して寮前の講習会を実施

してますか。」との質問に対して、16都道府県

（42．1％）が県の社会福祉協議会などで実施し

ていて、22都道府県（57．1％）で実施していな

いとのことであった．このような講習会は保育

士試験準備講習会、保育士試験予備講習会、保

育士養成講習会、保育士試験受験準備講習会な

どと呼ばれている。この調査では約4割程が何

らかの講習会等を実施している。講習会は社会

福祉協議会などの民間団体が実施していたりN

県の保育協会、保育所連合会などで実施されて

いる。また大学・短大などで独自の試験対策等

を実施している所や通信教育等で全国的に実施

している所もあり、それらを含めると更に多く

の団体・機関が予備講習会などによる試験対策

を実施しているものと思われる。

表1　講習会の実施の有無　　有効標本数38

回答項目 件数（％） 回答項目 件数（％） 合計（％）

1．実施している 16（42，1） 2．実肌ていない 22（57．9） 38（100）

②試験問題の難易度について

　保育士試験の問題の難易度について、各都道

府県の担当者がどのように意識されているのか

を知るために、「都道府県によって試験問題の難

易度に差があると思うか」と質問した。その結

果N有効票本数37の中でs22都道府県約6割が

「差があると思う」と回答している。反対に「差

がないと思う」と回答しているのは2都道府県

の5，4％のみである。一方、「分からない」と回

答してる者は35．1％とかなり多い。これにっい

てはx他県と比較する機会がない、試験問題を

公開していない都道府県があることなどが理由

として考えられる。今後、情報公開制度が浸透

していくにつれて他県との難易度の差異が客観

的に把握されてくるものと思われる。

表2　試験問題の難易度 有効標本数37

回額目 件数（％〉 回答項目 蝋（％） 回答項目 件数㈱ 合計（％）

1嵯があ
驍ﾆ思う

22（59．5） 2差がな
｢と思う

2（5．4） 3．分から

ﾈい

13（e5．1） 37（100）

　③　保育士試験を全国統一にすべきか

　「保育士試験を全国統一にすべきか」との担

当者への質問に対して86，5％の者が「そう思

う」と回答している。前述したように、保育士
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試験は各都道府県でそれぞれ別個に実施されて

おり、その試験日もまちまちである。各都道府

県にまたがり、いくつも試験を受ける者もみら

れる。そのため、試験者が増えたり、それぞれ

が試験を独自に実施しなければならない負担感

などにより、全国統一で試験を実施した方が良

いと意識している者が多いと考えられる。

　近年、社会福祉の関連資格として社会福祉士

や介護福祉±などが全国統一の国家試験として

実施されていることを考慮すれぽ、全国的に安

定した保育士の資質の確保のためにも全国統一

試験の実施が望まれるのではないだろうか。

　表3　全国統一試験にすべきか　有効標本数37

回答獺 件数㈱ 回答項目 件数（％） 回答項目 件数（％） 合計（％）

Lそう思

､

32（｛蛤．5） 2，そう思

墲ﾈい

2（5．4） 3．分から

ﾈい

3（8，1） 37（100）

④保育士試験を継続した方が良いか

　「保育士試験を今後も継続した方が良いか」

との問いに対して、「そう思う」と回答した者が

63．9％であり過半数を占めている。その一方で、

「分からない」と回答した者は22．2％占めてい

る。戦後保育園の急増にともない、保母（保育

士）の需要に応えるために保母養成校と同時に

実施された保育士試験であるが現状に照らし合

わると再検討の段階にきているものと思われ

る。分からないと回答した者の中にも現状のま

’まの保育士試験には疑問をもつとする者もみら

れた。

表4　試験の継続 有効標本数37

回答囎 件致（％） 回答項目 件数（％） 回答項目 件数〔％） 合計（％）

1rそう思

C

23（62、2） z．そう思

墲ﾈい

5（13．5） 3，分から

ﾈい

9（24．3） 37（loo）

の取得者と保育士試験の合格による保育士試験

の取得者とで両者のレベルを同質にすることが

本来的には望ましいことである。しかし、実際

は養成校の卒業必要単位数68単位と保育士試

験の8科目とでは、その均衡を図ることは難し

いと思われる。そのため、少しでも両老の均衡

を保つためにN保育士試験の受験資格が平成3

年4月1日より短大卒程度にまで引き上げられ

た。また、保育士試験の合格ライソが全国的に

厳しくなっているとの指摘もみられる。こうし

た要件によって、極力、養成校との均等化が図

られているものと思われる。

　また、養成校では実際に2週間程度の実習を

数ヵ所の施設で実施して初めて実習の単位が取

得できるのに対して、保育士試験では半日程度

の実習（実地試験）で合否が決定されることに

ついて疑問の声もみられた。その点について、

保育士試験は本来、幅広い分野でその人材を確

保するため保育を実際に経験している児童福祉

施設の現場の者に受験の機会を与えようとの意

図からすれば容認できる。しかしx短大卒見込

み者など現場経験のない者が受験するケースも

かなりあるため、そうした受験者に対して何ら

かの現場経験（実習）を付与すべきとの回答も

みられた。保育士試験による保育士資格取得者

の現場経験の問題は、保育士試験の今後のあり

方を問う上で、大きな課題であると思われる。

表5　科目名・科目数の一致　有効標本数35

④保育±養成校の科目と保育±試験の科目

名、科目数の一致

　「保育土養成校の科目と保育士試験の科目

名、科目数を一一twさせるべきか」との問いに対

して、「一致さぜるべき」と回答した者は
22．9％、「一一Skさせなくとも良い」と回答した者

がほぼ同じで25．7％であった。また「分からな

い」と回答した者が51．4％と約半数を占めてい

る。保育士養成校の課程修了による保育士資格

回答項目 伴数（％） 回答獺 件数（％） 回答項目 件数（％） 台計（％）

L一致さ

ｹるべき

s（22』） 2．一致さ

ｹなくと
燉ﾇい

9（25の 3．分から

ﾈい

ls（51、の 35（100）

　8，保育士試験の今後の課題

　これまでN保育士試験の開始から現在に至る

までの歴史的動向を概観し、現在の保育士試験

の実施状況について担当老の意見も合わせて考

察してきた。ところで、保育士の資格について

は、平成5年4月「これからの保育所のあり方

について（提言）」（これからの保育所懇談会）

において「保育所等児童福祉施設をめぐる環境

の変化も踏まk，また特徴のある保郁テを目指

して専門的あるいは指導的な業務に従購する保
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母を養成するため、四年制の養成課程の創設や

保母試験制度の改善を含め、保母資格制度の今

後のあり方について早急に研究、検討すること

が要請される。」とあるように保育±資格は新た

な改革の特期に来ている。

　そこでここでは以上の点を踏まえ今後の保育

者の塾ましい姿を検討するために、現在の保育

士試験における三つの課題を取りあげるととも

にその改善策を提案するものとする。

　まず、第一の課題は保育士試験そのものの存

在意義を問い、そしてその必要性から今後の試

験制度を再検討すべきではないかという点であ

る。現在、保育士資格の制度が創設されて、50

年以上が経過している。創設当初は、資格をも

つ保愚の絶対的な不足により、その確保のため

に保母養成校の確立、整備を急がせるとともに、

その間の暫定的な措置として保母試験が実施さ

れるようになったと考えられる。そのため、資

格の取得にあたり保母養成校と保母試験の二つ

の方法が設定され、その大枠はほぼ現状に維持

されている。しかし、近年、保育士養成校によっ

て保育士の養成・確保体制は十分整備され、ま

た乳児保育や、子育て支援、障害児保育などが

進む中、より高度で専門的な保育士の資質が間

われてきている。そのため現在の保育士試験な

どのように、数日の試験のみではその資質を保

証することが困難であり、故に過去においても、

その存在そのものの是非が問われたこともあっ

た。しかし、昭和63年5月r保母試験制度の敬

正について（意見具申）」にあるように、「保母

試験制度の役割はかってに比べて限定的なもの

になってきており、保母の養成・確保について

は、今後、保母養成校が主要な役割を担ってい

く必要があると考える。」としながら「現状にお

いては、保母養成施設の学生以外にも資格取得

の機会を与え、児童の保育に情熱を持つ有為の

人材を確保することに意義も認められ……」と

ある。このように保育士試験には養成校とは異

なる役割があると考えられ、その点において今

後も存続させる必要があると考えるべきであろ
う。

　そこで次のような提案が挙げられる。それは

保育士試験の受験資格の対象を、原則実務経験

老に限定してはどうかというものである。例え

ば、介護福祉士の二種類の資格取得の方法と同

じように、一つは養成校で必要単位を取得する

ことによって資格が授与される方法。もう一つ

は実務経験者もしくはそれに準ずる者が国家試

験を受け、合格することによって授与される方

法というようにすべきである。なぜなら現在の

保育士試験は筆記試験に加えてs実習（実技試

験）を含めて3～4日の試験で合否が決められ

るため、現場での経験（実習）不足が問題とさ

れているからである。その問題を無くすために、

保育±試験では実務経験者を主たる受験資格の

対象者と限定し、養成校とその対象者をすみ分

けるようにしてはどうであろうか。しかし、そ

の易合においても、あくまで保育士試験は保育

士養成校の補完的役割を担うべきである。

　次に、第二の課題は各都道府県ごとで行われ

るという保育士試験の実施状況を検討してはど

うかという点である。現在、保育士試験は各都

道府県において試験問題を作成しN試験が実施

されている。それは、地域の実状にあった試験

が実施される反面、全国的に資質の均等な保育

士が育つのを阻むこととなっているe

　それに対する提案として、保育士資格を社会

福祉士や介護福祉士のように｛資格の法的位置

づけを明確化にし、かっ全国統一試験としては

どうであろうか。資格の法的位置づけが明確に

されることで、専門職としての資質を高め、ま

た国家試験として統一することで、各都道府県

での試験の難易の格差を無くし、より質の高い

保育者が確保される。それと同時に各都道府県

で個別に試験問題を作成、実施する煩わしさが

解消されNより合理的で統一性のある試験が実

施されるものと考える。

　最後の課題はN保育士資格取得の二大柱であ

る保育士養成校と保育士試験による資格取得者

のレベルを同質にすべきであるという点であ

るe

　現況において、養成校の卒業必修単位は68単

位であり、保育士試験の8科目とでは、あまり

にその格差が大きい。また将来的には、平成3

年4月「今後の保母養成のあり方について」（意

見具申　中央福祉審議会）などにおいても「保

母養成の修業年限については、当面、現行どお

り2年制を基本とするが、保育内容、保育方法
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の高度化、多様化に伴って専門性の高い入材の

確保が求められており、今後は4年制による養

成のあり方を検討する必要がある。」とあるよう

に修業年限の4年制化の検討、そしてさらに保

育士資格の分化（等級化）の問題が問われてき

ているなど、ますますその格差が広がろうとし

ている。

　そこで、両者の格差を無くすための提案とし

て、保育士試験を社会福祉士の国家試験のよう

に、養成校を含めたすべての老を対象にした国

家試験としてはどうであろうか。保育士試験と

養成校間の資格取得者の格差のみならずN各保

育士養成校間でも養成される保育士の資質に格

差があると言われている。そのため単位取得後、

全国的に統一された国家試験を課すことによっ

て、より質の安定した保育士が確保されるもの

と思われる。またその際には養成校卒業以外の

実務経験者などは、受験資格として実務経験に

加えて1年程度の短期養成施設を修了するなど

の処置をすれば良いのではないだろうか。

　このように、保育士試験は保育士の資格制度

において未だ重要な役割を担いつつ、数多くの

課題をもっ制度でもある。今後児童福祉・保育

制度の改革に伴い、保育士養成校のあり方も視

野に入れ、上述のような、より望ましい保育老

養成のための試験制度の改革が進められていく

ぺきであろう。
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